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第３章 災害廃棄物等処理対策 
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第１節 全体的事項  
１．災害廃棄物処理の処分方法                           

災害廃棄物の再利用・再資源化を促進し、最終処分量を可能な限り縮減できるよう、

分別や選別を適正に行うことで、処理期間の短縮や処理費用の縮減を図る。 

災害廃棄物の再資源化率を高めるためには、混合廃棄物を防ぐことが重要であるた

め、その後の処理方法を踏まえた分別を徹底する。分別作業は時間とコストを要する

が、混合廃棄物量を減らすことで、再資源化・中間処理・最終処分のトータルコストを

低減できる。応急対応時においても、今後の処理や再資源化を考慮し、可能な限り選別

を行う。 

復旧・復興時に、廃棄物の資源としての活用が望まれることから、復興計画や復興事

業の進捗にあわせて選別・処理・再資源化を行う。選別・処理・再資源化の実施に当た

っては、廃棄物の種類ごとの性状や特徴、種々の課題に応じた適切な方法を選択する。 

主な災害廃棄物の種類ごとの処理方法を図表３-１-１にまとめる。 

なお、処理・実施に当たっては、あらかじめ関係団体、民間事業者等と調整する。 

 

図表３-１-１ 廃棄物種類ごとの処理方法 

種類 処分方法 

腐敗性 

廃棄物 

・畳や食品等の腐敗性廃棄物は、できるだけ早急に処理先を

確保し仮置場から搬出する。 

金属くず 
・金属くずは、売却できる場合が多く、処理先が確保しやす

いため、早期に仮置場から搬出する。 

木くず 

・柱材、角材、倒木等の長物は、主にパーティクルボード 11

原料、バイオマスボイラ燃料として利用できるよう、破

砕、金属除去を行う。CCA12やクレオソート処理木材はでき

るだけ分別することが望まれる。 

・その他の木くずは、移動式破砕機等を用いてチップ化し、

セメント原燃料あるいは製紙工場等とのバイオマスボイラ

燃料として用いる。 

混合廃棄物 

・災害時に発生する混合廃棄物には、土砂、危険物等の様々

な物が混合した状態である。そのため、仮置場において重

機による粗選別（大型・長物を除去する）、作業員による

手選別（危険物等を除去する）を行う。 

・重機による粗破砕、機械による二次破砕の工程を経て、ふ

るいやトロンメル 13等により選別を行い、可燃物、不燃

物、コンクリートがら、細粒分（ふるい下）、土砂分、金

属類に選別し、リサイクルあるいは最終処分する。 

・発生量が多くない場合、産業廃棄物処理業者へ一括して処

理を委託することも検討する。 

                             
11 木材のチップを加熱圧縮した板のことである。主に住宅の壁・床・屋根の下地材や家具材で使用さ

れている。  
12 木材の防腐・防蟻を目的としてCCA(クロム・銅・ヒ素化合物系木材防腐剤)を木材内部に加圧注入

した処理した物であり、1960年代後期から電柱や土台等の建築用材として使用されてきた。 
13 分粒機の一種で、回転ふるいのこと。ふるい面が円筒形や円錐台形をしており、回転振動しなが

ら、ふるい分けを行う。 
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不燃物 

・コンクリートがら、廃瓦、石膏ボード、スレート波板、ブ

ロック塀等の不燃物は、被災地で排出する段階から分別

し、仮置場でも分別を徹底する。コンクリートがらは、計

量を徹底した上で再生砕石工場へ直接搬入することで、仮

置場の偏迫を回避することができる。 

・コンクリートがらは、復興資材として利用可能なように

JIS（日本工業規格）に沿った処理を行うことが望まし

い。 

がれき混じり

の土砂 

・水害、土砂災害では、がれきが混ざった多量の土砂が発生

する。土砂は国土交通省が扱う場合があるため、早い段階

で所管の範囲を確認する。 

・がれき混じりの土砂は、大小様々な廃棄物が混入している

ため、重機（自走式土砂選別機）等を用いて土砂と廃棄物

を選別する。 

出典：『市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き（平成30年 環境省）』 

 

２．災害廃棄物等処理の流れ                            

（１）  災害廃棄物等処理の全体の流れ  

災害廃棄物等処理の全体の流れとしては、図表３-１-２のとおりとなる。 

被災していない地域の家庭ごみ及び被災した地域の家庭ごみ・避難所ごみは平時と

同様の処理の流れとする。 

また、発災直後は、損壊家屋等による道路等の散乱物は当該箇所付近に設ける応急

集積場所に、被災家屋等から発生した片付けごみ等は被災地内の公園（街区公園 14等）

や空地等に設置する地区集積所に運搬し、一時保管する。 

一次仮置場設置後は、解体撤去した損壊家屋等から発生するがれき等の災害廃棄物

及び地区集積所の災害廃棄物のうち分別等が必要な災害廃棄物は、一次仮置場に運搬

し、粗選別・保管した後に破砕・選別等の中間処理を行う。なお、地区集積所の災害

廃棄物のうち積載時もしくは当該地で分別処理できる災害廃棄物は、そのまま中間処

理場に運搬する。 

一次仮置場で分別が不十分な場合は、より規模の大きな二次仮置場に運搬し、再分

別等を行った後に中間処理を行う。その後、焼却施設や最終処分場等の廃棄物処理施

設において、処理や再生利用を図る。 

仮置場への搬入時や損壊家屋解体時から可能な限り分別を行い、その後の処理を円

滑に進めるよう努める。 

なお、地区集積所まで排出することが困難な要配慮者のごみ収集については、福祉

部局等と連携して配慮した処理に努める。 

 

  

                             
14 街区内に居住する者が容易に利用できるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準と

する公園。  
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図表３-１-２ 災害廃棄物等の基本的な処理フロー 

 

 

（２）  災害廃棄物の分別、選別、減量化、再資源化の流れ  

災害廃棄物の処理においては、損壊家屋等の分別解体や地区集積所における分別、

一次仮置場における選別、二次仮置場における中間処理を徹底し、災害時においても

可能な限り再資源化を推進するとともに、埋立処分量を低減する。廃家電、自動車等

については、可能な限り分別を行い、各種リサイクル法に基づく再資源化を徹底する。

危険物及び有害物は適正に保管し、確実な処理を行う。 

 〈留意事項〉 

〇焼失した建築物からは、再資源化が困難な災害廃棄物の発生が想定されるため、別

途保管して処理するなどの留意が必要である。 

〇水害により発生した災害廃棄物については、水分を含むことや土砂等が付着し、処

理に手間がかかる点に留意が必要である。 

〇再資源化の内容によっては、仮置場を通さないルートや二次選別を行うことも考慮

する。 

  

ごみ集積所

（通 常）

被災しなかった地域 被災した地域

生活に伴い発生する廃棄物 災害によって発生する廃棄物

家庭 避難所 片付けごみ 損壊家屋等

生活ごみ

家庭

ごみ集積所

（避難所）
地区集積所

焼却施設

クリーンセンター

多摩川

民間の

焼却施設

国立市環境センター

・不燃ごみ

・製品プラスチック類

・プラスチック製容器包装

・びん、かん

・ペットボトル 等

資源物・不燃物

平時と同様の分別

再資源化施設、受入先（処理・リサイクル）

可燃物

二次仮置場

（破砕、選別、適正保管）

最終処分場

焼却灰

埋立

応急集積場所

一次仮置場

（粗選別、適正保管）
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図表３-１-３ 災害廃棄物の標準処理フロー 

 

出典：『東京都災害廃棄物処理計画（平成29年 東京都）』一部加筆 

 

（３） 地震被害想定に基づく災害廃棄物発生量                        

①  災害がれき類 

東京都防災会議が作成した『首都直下地震等による被害想定』における立川断

層帯地震による本市の被害想定を図表３-１-４に示す。 

災害廃棄物のうち、地震による揺れや液状化等により損壊家屋等から発生する

木くず（柱角材）やコンクリートがら等のがれき等は、『東京都災害廃棄物処理計

画』の推計条件（図表３-１-５）を基に立川断層帯地震による災害廃棄物の発生

量を推計すると約35万トンとなる（図表３-１-６）。 

 

図表３-１-４ 国立市の想定地震における被害想定概要 

区 分 立川断層帯地震 

全壊 ゆれ 木造 970棟 

非木造 143棟 

液状化 0棟 

分別解体 粗選別・適正保管
中間処理（破砕・選別

等）、適正保管
再資源化・焼却

・埋立等

被災現場 一次仮置場 二次仮置場 処理・処分先

被災建築物

コンクリートがら

木くず

金属くず

再生砕石 復興資材(路盤材等)

木質チップ
ボード原料

燃料チップ等

有価売却

金属

可燃系混合物可燃系混合物 焼却処理

セメント焼成

不燃系混合物 不燃系混合物 最終処分

廃家電

廃自動車

廃家電

廃自動車

各種リサイクル法

による再資源化

危険物及び

有害物
漏洩防止措置等を講じて適正に保管 適正処理
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急傾斜地 6棟 

小 計 1,119棟 

半壊 ゆれ 木造 1,201棟 

非木造 309棟 

液状化 14棟 

急傾斜地 14棟 

小 計 1,539棟 

火災焼失 冬18時（風速8m/s） 2,834棟 

合 計 5,492棟 

出典：『首都直下地震等による東京の被害想定(平成24年 東京都)』 

 

図表３-１-５ 東京都災害廃棄物処理計画の災害廃棄物発生量の推計条件 

１棟当たりの発生量 

区分 発生量（トン／棟） 

木造 59.1 

非木造 623.1 

焼失 22.7 

 

１棟当たりの災害廃棄物種類組成【選別前・入口側】 

区分 
種類組成（％） 

ｺﾝｸﾘｰﾄがら 木くず 金属くず その他（可燃） その他（不燃） 

木 造 47.5 20.4 1.4 3.8 26.9 

非木造 85.1 0.5 7.0 0.9 6.5 

焼 失 58.9 5.1 1.7 1.0 33.3 

 

災害廃棄物発生量 

 ＝１棟当たりの発生量（木造）×（木造全壊棟数＋木造半壊棟数／2） 

  ＋１棟当たりの発生量（非木造）×（非木造全壊棟数＋非木造半壊棟数／2） 

  ＋１棟当たりの発生量（焼失）×（焼失棟数） 

 

一時的な粗大ごみ発生量＝（全壊戸数＋半壊戸数×0.6）×発生原単位（1.03ｔ） 

 

廃家電発生量＝1世帯当たりの台数(冷蔵庫)×(全壊棟数＋半壊棟数/2)×1棟当たりの 

世帯数＋１世帯当たりの台数(洗濯機)×(全壊棟数＋半壊棟数/2)×1棟 

当たりの世帯数＋1世帯当たりの台数(エアコン)×(全壊棟数＋ 

半壊棟数/2)×1棟当たりの世帯数＋1世帯当たりの台数（テレビ）× 

(全壊棟数＋半壊棟数/2)×1棟当たりの世帯数 

※1世帯当たりの台数は半壊の場合、全壊の1/2とする。 

出典：「東京都災害廃棄物処理計画（平成28年 東京都）」 
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図表３-１-６ 損壊家屋等による災害廃棄物の推計発生量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  一時的な粗大ごみ 

災害時において一時的に片付けごみとして排出される粗大ごみは、図表３-１-５

を基に推計すると2,104トンであり、本市の令和元年度の粗大ごみ排出量の約4.1

倍の量となる。 

図表３-１-７ 一時的な粗大ごみの推計発生量 

種 類  発生量（ｔ） 

全 壊 1,153 

半 壊 951 

合 計 2,104 

  

③  廃家電（家電四品目） 

災害により廃棄物となった家電（廃家電）のうち、特定家庭用機器再商品化法

（平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。）第２条第４項で定め

る特定家庭用機器（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機）は、平時と同様に、家

電リサイクル法第54条に基づいて製造事業者等に引き渡すこととなるが、損壊家

屋等の解体・撤去時に発見された物については、仮置場等で一時保管することと

なる。廃家電の発生量を、図表３-１-５を基に推計すると、合計で9,865台とな

る。 

 

図表３-１-８ 廃家電（家電四品目）の推計発生量 

種類 

1世帯 

当たり 

台数

(台) 

木造 非木造 

総合計 

(台) 
全壊 

棟数 

(棟) 

半壊 

棟数 

(棟) 

1棟当

たりの

世帯数

(世帯) 

小計 

(台) 

全壊 

棟数 

(棟) 

半壊 

棟数 

(棟) 

1棟当

たりの

世帯数

(世帯) 

小計 

(台) 

冷蔵庫 1.1 

325 990 1.2 

1,082 

45 63 6.1 

513 1,595 

洗濯機 1.0 984 467 1,451 

エアコン 2.8 2,755 1,307 4,062 

テレビ 1.9 1,870 887 2,757 

合計 － － － － 6,691 － － － 3,174 9,865 

      

区  分 発生量（ｔ） 

内 
 

 
 

 

訳 

可燃物 木くず 23,143 

その他（可燃） 5,839 

小 計 28,982 

不燃物 コンクリートがら 239,731 

金属くず 15,369 

その他（不燃） 58,439 

小 計 313,539 

合  計 342.521 
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（４）  水害廃棄物発生量  

水害廃棄物は、洪水発生時において被害棟数を把握し、これに発生原単位を乗じる

ことにより推計する。 

 

図表３-１-９ 水害廃棄物発生量の算出条件 

発生原単位 3.79ｔ/棟（床上浸水） 

0.08ｔ/棟（床下浸水） 

被害区分と 

浸水深 

床上浸水：浸水深0～0.5ｍ 

床下浸水：浸水深0.5ｍ以上 

水害廃棄物量 水害廃棄物（ｔ）＝ 

 3.79×床上浸水棟数+0.08×床下浸水棟数 

出典：『災害廃棄物対策指針技術資料（平成30年 環境省）』 

 
３．収集・運搬計画                                

災害廃棄物の発生状況（被災場所、量、性質等）を把握し、収集運搬体制を確認・整備

して、被災場所から仮置場等への効率的なルートを作成の上、収集運搬を行う。 

（１）  発災当初の対応  

①  発災当初はごみ収集を一時的に中止するとともに、収集体制の確保（収集ルート

の確認、委託業者の収集車及び作業員、燃料の確保等）を行い、早期の収集再開

に努めるものとする。ただし、緊急を要する場合については柔軟に対応する。 

②  原則として、発災後３日目からごみ収集を開始し、災害時トイレ（組立式トイ

レ）からのし尿の収集は２日目から開始する。 

③  生活ごみ・避難所ごみの収集を優先的に行うため、粗大ごみ及び資源物（びん、

かん、ペットボトル等）の収集は一時的に中止する。復旧状況に応じて、速やか

に平時の収集体制へ移行する。 

 

図表３-１-10 災害時のごみ収集体制 

種 別 
初動期 

（発災後3日以内） 

応急対応期 

(発災後3日～1ヶ月以内) 

復旧・復興期 

（発災後1か月以降） 

片付けごみ 排出状況の確認及び収

集開始に向けた収集体

制の確保に努める。 

地区集積所に排出され

た片付けごみを収集す

る。 

復旧・復興状況に応じ

て、平時の収集体制へ

移行する。 

生活ごみ・ 

避難所ごみ 

(資源物を除く) 

一時的に中止する。 

（収集再開に向け、収

集車及び作業員の確認

と収集体制の確保を行

い、燃料の確保に努め

る。） 

原則として、発災後3

日目から収集を開始す

るが、状況に応じて、

柔軟に対応する。 

復旧・復興状況に応じ

て、平時の収集体制へ

移行する。 

し尿 災害用トイレを設置す

るとともに、原則とし

て発災後2日目から災

害用トイレ等からのし

尿収集を行う。 

学校等の避難所のトイ

レの使用可否状況に応

じ、災害用トイレの撤

去を検討する。 

復旧・復興状況に応じ

て、平時の収集体制へ

移行する。 
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資源物 生活ごみ・避難所ごみ

(資源物を除く)の収集

を優先的に行うため、

資源物の収集は一時的

に中止する。 

一時的に中止する。 

(生活ごみ・避難所ご

み（資源物を除く）や

片付けごみの収集状況

等を考慮しながら資源

物収集の再開に向けて

検討する。) 

復旧・復興状況に応じ

て、平時の収集体制へ

移行する。 

粗大ごみ 電話やインターネット

申込みによる平時の粗

大ごみ収集は当分の間

中止する。 

電話やインターネット

申込みによる平時の粗

大ごみ収集は当分の間

中止する。 

復旧・復興状況に応じ

て、申込み受付を再開

し、平時の収集体制へ

移行する。 

 

（２）  ごみ収集計画の更新  

実際の被災状況等を踏まえ、平時に運用しているごみ収集運搬体制を随時更新す

る。また、ごみ発生量が収集能力を超える場合の収集車両及び人員の確保、支援の必

要性を明確にし、支援要請の基礎資料とする。 

①  更新時の確認事項 

ごみ収集運搬体制の更新に当たって、次の事項を確認する。 

・避難場所を含めた収集ルート 

・処理施設の被災状況 

・処理施設への搬入ルート 

・片付けごみの収集体制 

・片付けごみの仮置場等の開設計画と搬入ルート 

・収集スケジュール 

・適正処理が困難な廃棄物等への対応方法 

・ごみ収集車の稼働可能車数と収集可能日量 

②  復興に向けた検討 

避難者の帰宅状況、片付けごみの排出状況を踏まえ、平時のごみ収集体制への

移行や中期的な収集計画を検討する。 

 

４．仮置場                                     

（１）  仮置場等の類型  

仮置場は、災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理に向け、集積、分別、保管等の

ため一時的に設置する場所で、災害廃棄物を被災地から迅速に撤去する際、輸送効率

を高める拠点となる。また、適正処理のための選別、中間処理（破砕等）など、資源

化や最終処分に向けて重要な役割を果たす。 

本市の災害時における仮置場等は、下記のように分類する。 
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図表３-１-11 仮置場等の類型 

種 別 定 義 設置時期 

応急集積場所 
救助活動、道路啓開等により発生するがれきの

一時的な仮置場として設置する。 

発災24時間以内 

～1週間 

地区集積所 

住宅地等に設置し、市民が自ら片付けごみを搬

入する仮置場。（公園等を利用した市民に身近

な場所に設置する仮置き集積場所） 

1日後 

～1か月 

一次仮置場 
地区集積所等から市が収集した災害廃棄物を

集積し、分別・保管する仮置場 

3日後 

～1年 

二次仮置場 

一次仮置場のがれきを集積し、再度分別した

後、破砕または焼却等の処理をするまでの間、

保管する仮置場をいう。 

仮設処理施設や資源化物の一次保管場所を併

設することもある。近隣市と連携して設置する

ことが想定される。 

3週間後 

～3年 

 

（２）  仮置場等の設置における留意事項  

仮置場等は、下記の事項について留意して設置するものとする。 

 

図表３-１-12 仮置場等設置の留意事項 

種 別 留意事項 

応急集積場所 

・警察、消防、自衛隊等の救助活動機関への応急集積場所の位置情

報の伝達方法の検討が必要である。 

・市民による片付けごみの直接搬入は行わない。 

・状況により粗選別を行う。 

・周辺環境に影響を与えないように降雨対策等を十分行う。 

・一次仮置場及び収集運搬ルート等が整い次第、一次仮置場もしく

は廃棄物処理施設（分別された可燃物もしくは資源物）に搬出す

る。 

・被害の甚大な地域及び道路啓開現場付近に、土地の所有者の許可

を得て設置する。 

地区集積所 

・生活ごみや避難所ごみ、がれきは受け入れない。 

・市民による直接搬入とする。 

・生ごみ等の腐敗性廃棄物の排出を除く。 

・一次仮置場及び収集運搬ルート等が整い次第、一次仮置場もしく

は廃棄物処理施設に搬出する。 

・広さは、設置のしやすさを考慮して、1,000平方メートル程度以

上（市内の公園等であれば、利用方法等を考慮すると22か所が該

当）を目安とする。 
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一次仮置場 

・各家庭から排出される災害に起因する片付けごみ及びがれきを

受け入れる仮置場として確保する。 

・被災状況に応じて複数確保する。 

・市が搬入することを基本とし、市民による直接搬入も受け入れ

る。 

・生ごみ等の腐敗性廃棄物の排出を除く。 

・分別排出を基本とする。 

・分別後の災害廃棄物のうち可燃物はクリーンセンター多摩川に

搬出する。 

・その他の廃棄物及び資源物は、それぞれの受け入れ先へ搬出す

る。 

・分別や中間処理が必要な物については、二次仮置場の設置及び収

集運搬ルート等が整い次第、二次仮置場に搬出する。 

・広さは、過去の災害事例等を参考にすると、１ha（10,000平方メ

ートル）を目安とする。なお、市内の公園のうち敷地形状等から

該当する公園は、谷保第三公園、矢川上公園、河川敷公園の３か

所となる。 

二次仮置場 

・一次仮置場で分別が不十分な災害廃棄物を一時的に保管する場

所 

・災害廃棄物を廃棄物処理施設に搬出できるように、必要に応じ

て、分別・破砕等処理を行うことができる仮処理施設を設置する。 

・被災状況に応じて複数確保する。 

・市民による直接搬入は行わず、市・事業者が搬入を行う。 

・分別後の災害廃棄物のうち可燃物はクリーンセンター多摩川に

搬出する。その他の廃棄物及び資源物は、それぞれの受け入れ先

へ搬出する。 

・設置する場合は、市での単独設置の検討とともに、共同設置につ

いて近隣市と協議検討を行う。 

  

（３）  仮置場等候補地の選定  

仮置場等の選定に当たっては、被災状況(災害の規模・種類、被災場所、災害廃棄物

発生量等)に応じて、最適な場所を迅速に開設できるよう、下記の事項に沿い、また、

法令等で選定できない場所等を除き、柔軟に対応する。 

①  地区集積所候補地の選定 

地区集積所の選定に当たっては、図表３-１-12に掲げる広さを目安に、地区範囲

の設定や候補地をリストアップするとともに、地区集積所は地区住民が自主的に搬

入することとなるため、出前講座等で把握する地区住民の利便性等を考慮しつつ選

定する。 

②  仮置場の選定にあたっての留意事項 

仮置場の選定にあたって留意すべき事項は次のとおりである。  
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図表３-１-13 仮置場候補地選定における留意事項 

考慮事項 留意点 

主に平常時に考慮する 

必要がある事項 

・地域により被害規模が異なることが予想されることか

ら、地域ごとに仮置場候補地を選定しておくことが望

ましい。 

・仮置場候補地選定の優先順位としては、市有地、国や

都などの公有地、民有地の順で選定していく。 

・運搬ルート確保及び搬入・搬出の容易性 

・周辺に学校、病院、避難所等がない広大な敷地を有し

ており、新たに開発する面積が少ない場所 

・災害時の他用途との整合（避難場所、自衛隊野営地 15、

臨時ヘリポート 16、応急仮設住宅建設地 17、消防機関の

野営地等との重複） 

主に発災後に考慮する 

必要がある事項 

・使用期間 

・できる限り被害が大きい地域への配置 

・二次災害の防止 

・周辺地域への環境衛生面の影響 

 

③  仮置場候補地の抽出 

災害廃棄物の迅速な処理を行うために、発災後速やかに仮置場を設置できるよう

仮置場候補地リストを作成しておく。 

そこで、平時から仮置場の候補地について、利用可能性調査、協議・検討、交渉

等を行う等して、仮置場としての利用の可否を判断するとともに、仮置場使用に関

する協定の締結等を行い、仮置場候補地リストを作成し、各所管部署等の関係者に

周知する。なお、仮置場の選定は、市有地や国・都等の公有地を中心に検討を行う

が、必要面積を確保できない場合等には、やむを得ず、民有地を借地することがあ

る。そのため、賃借契約、使用途中の立会い及び返還等について、あらかじめルー

ルを定めておく。 

④  仮置場選定地の確定 

発災後、被災状況に応じ、災害廃棄物の発生量を推計し、仮置場の必要面積の算

定や必要箇所数等を検討する。また、仮置場候補地リストと地域の被災状況を踏ま

えた現況調査を行い、利用可能な候補地について可能な限りリストアップする。リ

ストアップした候補地について、関係部署・管理者、所有者等に利用に関する要請

や規定、協定に基づく諸手続きを行い、仮置場選定地を確定させる。その後、災害

廃棄物の搬入・処理・搬出方法や使用期間、搬入・搬出量等の設定を行い、仮置場

の供用を開始する。 

 

                             
15 『国立市総合防災計画（平成27年11月修正）』においては、候補地を谷保第三公園としている。 
16 『国立市総合防災計画（平成27年11月修正）』においては、候補地を都立国立高等学校（都

指定）、都立第五商業高校（都指定）、一橋大学、多摩川河川敷グラウンドとしている。  
17『国立市総合防災計画（平成27年11月修正）』においては、候補地を谷保第三公園としている。 
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⑤  仮置場の返還 

必要に応じて、土壌汚染調査等を実施の上、仮置場を原状復旧した後、所管部署・

管理者、所有者等の現地立会いによる確認・了承を得た上で返還する。 

 

（４）  仮置場必要面積の算出  

仮置場の必要面積は、災害廃棄物発生量から『災害廃棄物対策指針技術資料』等

を参考に図表３-１-14の算定方法で推計する。 

なお、想定被害によって生じる災害廃棄物発生量に対する仮置場の必要面積は

105,397平方メートルとなる。 

 

図表３-１-14 仮置場必要面積算出方法 

仮置場必要面積 

【損壊家屋等及び一時粗大ごみ（家電４品目以外） 

 面 積＝仮置量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（１＋作業スペース割合） 

 仮 置 量＝がれき発生量－処理量 

 処 理 量＝がれき発生量／処理期間 

 ここで、見 か け 比 重：可燃物 0.4（ｔ/㎥）、不燃物 1.1（ｔ/㎥） 

            粗大ごみ（家電四品目以外） 1.3（ｔ／㎥） 

積み上げ高さ：５ｍ（一時粗大ごみは３ｍ） 

作業スペース割合：100％ 

処 理 期 間：３年   とする。 

【廃家電（家電４品目）】 

 品目ごとに仮置場必要面積を算出（積み上げ台数：１台） 

 冷 蔵 庫：発生台数×0.36㎡（0.6ｍ×0.6ｍ） 

 洗 濯 機：発生台数×0.36㎡（0.6ｍ×0.6ｍ） 

 エアコン：発生台数×0.24㎡（0.8ｍ×0.3ｍ） 

※室外機の上に室内機を載せて保管 

 テ レ ビ：発生台数×0.43㎡（（0.8ｍ×0.4ｍ×0.9ｍ×0.6ｍ）÷2） 

出典：『災害廃棄物対策指針技術資料（平成 30 年 環境省）』 

 

図表３-１-15 想定被害における仮置場必要面積 

区  分 発生量 
処理量 
(t) 

仮置量
（t） 

比重 
仮置場  

必要面積 
(㎡) 

損
壊
家
屋
等 

可燃物 

木くず 23,143ｔ － － － － 

その他（可燃） 5,260ｔ － － － － 

小 計 28,403ｔ 9,468 18,935 0.40 18,935 

不燃物 

ｺﾝｸﾘｰﾄがら 239,732ｔ － － － － 

金属くず 15,370ｔ － － － － 

その他（不燃） 58,440ｔ － － － － 
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（５）  仮置場の設置・管理・運営  

災害廃棄物を仮置場に搬入する際のトラブル等を回避するため、市はあらかじめ以

下に示す仮置場の運営、管理に係るルール等を定めておくものとする。 

①  搬入ルール 

 ・仮置場への搬入に際しては、住民の行列ができることが予想されるため、行政収集

の車両については、発災後、緊急通行車両としての登録を行うとともに、収集車両

専用路の確保に努める。 

 ・搬入車両の管理を徹底し、便乗ごみの混入を防止する。 

 ・災害廃棄物の発生量を正確に把握するために、各仮置場等にトラックスケールを設

置し、搬入量を記録する。  

②  運営ルール 

 ・一次・二次仮置場には、災害廃棄物の受け入れ、搬入物の監視、指導、保管、管理

等を行うために監視員を配置する。 

 ・搬入された災害廃棄物の計量、処理、分別保管、移動・運搬等を行うため、必要な

資機材を投入する。 

 ・仮置場の場内ルートを整備し、誘導員の配置や案内を掲示するなどにより、搬入車

両の円滑な動きを誘導する。 

 ・一次・二次仮置場では、日報を作成し、搬入台数、ごみの種類別の搬入量、搬出量

等を記録する。 

③  人員体制 

仮置場を円滑に管理運営するためには、以下のような人材が必要となる。 

災害の規模・種類等によっては人員が不足することが想定されるため、他部署へ

の応援要請や他の自治体への支援要請と合わせて、民間事業者への委託を積極的に

検討する。 

なお、地区集積所については、自治会等と連携を図り、地域に則した管理運営方

法を検討する。 

  

小 計 313,542ｔ 104,514 209,028 1.10 76,010 

合 計 341,945ｔ 113,982 227,963 － 94,945 

一時粗大ごみ 2,104ｔ 701 1,403 0.13 7,195 

廃
家
電 

冷蔵庫 1,595台  － － 0.36 574 

洗濯機 1,451台  － － 0.36 522 

エアコン 4,062台  － － 0.24 975 

テレビ 2,757台  － － 0.43 1,186 

合 計 9,865台  － － － 3,257 

合   計 － － － － 105,397 
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図表３-１-16 一次仮置場の管理運営に必要な人員と役割例 

作業名 役割 必要人数 

全体管理 仮置場の全体管理、搬出入のスケジュール管理 １人 

入口での受付 住所氏名、り災証明の確認、記入 １人 

場内誘導 
仮置場入り口付近の交通事情によっては交通整

理も行う交通整理員を配置する。 
１～２人 

荷下ろし補助 
分別する廃棄物種類ごとに１人配置するのが望

ましい。 
－ 

夜間の警備 18 不法投棄・盗難防止 ２人 

重機による 

廃棄物の移

動・積込み 

廃棄物の積上げや搬出車両への積込み 必要時 

写真撮影 

仮置場の状況や、搬出車両及び作業重機、他自治

体からの応援車両の撮影（災害報告書等に使用

することを目的とする。） 

１人 

 

④  資機材の確保 

災害廃棄物の量や性状、仮置場の現況等に応じて、必要な資機材を確保する。 

資機材に関しては、不足することが想定されるため、建設事業者や産業廃棄物処

理事業者、リース業者等との協力体制を平時から構築する。 

 

図表３-１-17 一次仮置場における必要資機材の例 

区
分 

主な資機材リスト 用 途 必須 
必要に 

応じて 

設 

置 

敷鉄板、砂利 大型車両の走行、ぬかるみ防止  〇 

出入口ゲート、チ

ェーン、南京錠 

保安対策(侵入防止)、不法投棄・盗難等の防

止 
〇  

案内板、立て看

板、場内配置図、

告知看板 

運搬車両の誘導、災害廃棄物の分別区分の表

示、お知らせ・注意事項の表示等 
〇  

コーン標識、ロープ 
仮置き区域の明示、重機の可動範囲、立ち入

り禁止区域の明示等の安全対策 
 〇 

受付 搬入受付 〇  

処 

理 

フォーク付きのバ

ックホウ等 

災害廃棄物の粗分別、粗破砕、積み上げ、搬

出車両の積込 
〇  

移動式破砕機 災害廃棄物の破砕  〇 

運搬車両(パッカ

ー車、平ボディ

車、大型ダンプ、

アームロール車等) 

災害廃棄物の搬入・搬出 〇  

                             
18 基本的には、周囲をフェンス等で囲い、夜間に外部から侵入者が立ち入れない措置を行うため、常

駐はしない。しかしながら、侵入者等が出た場合は、監視カメラの設置等で対応することも想定す

る。  
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管 

理 

保護マスク・めが

ね、手袋、安全

(長)靴、耳栓 

安全対策、アスベスト吸引防止 〇  

休憩小屋(プレハ

ブ等)、仮設トイレ 
職員のための休憩スペース、トイレ  〇 

クーラーボックス 職員の休憩時の飲料水の保管  〇 

簡易計量器(トラ

ックスケール) 
災害廃棄物の搬入・搬出時の計量  〇 

シート 土壌汚染の防止、飛散防止  〇 

仮囲い 
飛散防止、保安対策、不法投棄・盗難防止、

騒音低減、景観への配慮 
 〇 

飛散防止ネット 飛散防止  〇 

防じんネット 粉じんの飛散防止  〇 

タイヤ洗浄設備、

散水設備、散水車 
粉じんの飛散防止  〇 

発電機 
電灯や投光器、水噴霧のための電力確保、職

員の休憩スペースにおける冷暖房の稼働用 
 〇 

消臭剤 臭気対策  〇 

殺虫剤、防虫剤、

殺鼠剤 
害虫対策、害獣対策  〇 

放熱管、温度計、

消火器、防火水槽 

火災発生防止(堆積物内部の放熱・温度・ 

一酸化炭素濃度の測定) 
 〇 

掃除用具 仮置場その周辺の掃除(美観の保全)  〇 

出典：『災害廃棄物対策指針技術資料（平成30年 環境省）』 

 

（６）  分別区分の決定  

各仮置場等における分別区分については、各仮置場等の活用方法や災害廃棄物の集

約・処理を考慮して決定する。 

 

図表３-１-18 仮置場等の分別例 

種 別 分別区分 

地区集積所 

・可燃系混合物 ・不燃系混合物  

・廃家電 ・畳 ・布団類 ・処理困難物 

・資源物（びん、かん、ペットボトル等）  など 

一次仮置場 

・可燃系混合物 ・不燃系混合物 

・廃家電 ・畳 ・布団類 ・処理困難物 ・コンクリートがら 

・木くず ・金属くず ・廃自動車  など 

二次仮置場 
・可燃系混合物 ・不燃系混合物 

・コンクリートがら ・木くず ・金属くず   など 
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（７）  仮置場のレイアウト  

仮置場のレイアウトを検討するに当たっては、下記の事項について留意する。 

①  搬入路は原則として時計回りの一方通行とし、分岐や合流がないようにし、出入

口等で車両が交錯しないようにする。 

②  出入口には、誘導員を配置し、交通事項防止に努める。 

③  各廃棄物の山が混合廃棄物とならないように、分別区分を示す掲示を設ける。 

④  危険・有害ごみは受付の近く等、人の目が届きやすく管理し易いところに配置す

る。 

⑤  ガラス・陶磁器類等、見た目にきちんと分別している印象を与える廃棄物を前面

に配置することによって、来場者の分別に対する意識を高める。 

⑥  来場者の分別に対する意識が雑にならないようにするため、分別に対し粗雑な印

象を与える混合廃棄物はなるべく奥に配置する。 

⑦  廃棄物の山と山が接してくると、境界線があいまいになり、混合廃棄物になりや

すくなるので、各廃棄物の置場範囲は、現場で実際の搬入量を見ながら柔軟に変

更し、廃棄物の間隔を最低２ｍ離す。 

 

 

 

 ◆水害時対応 

水害では、建物被害は全壊よりも床上・床下浸水家屋が多く、発災から比較的

短い時間で自宅に帰還する住民が多くなることが想定される。そのため、発災

直後には、被災家屋から水や土砂を被った家具・家財等を含む片付けごみが一

度に搬出される傾向がある。 

市において、片付けごみを受け入れる地区集積所を開設する際には、混合ご

みや便乗ごみが発生しやすいことも留意し、実情を踏まえた配置構成、運営手

順等を決定するとともに、廃棄物を搬入する住民への分別のルールを周知徹底

する必要がある。 

【水害における片付けごみの特徴】 

・ 水分を多く含むため、腐敗しやすく、悪臭・汚水が発生する。 

・ 水分を含んで重量がある畳や家具等の粗大ごみが多量に発生するため、平時の

人員及び車両等のみでは収集・運搬が困難である。 

・ 土砂が多量に混入しているため、処理に当たって留意が必要である。 

・ ガスボンベ等発火しやすい廃棄物の混入あるいは畳等の発酵による発熱・発火

の可能性があるため、収集・保管には留意が必要である。 

・ 便乗による廃棄物（廃タイヤや業務用プロパン等）が混入することがあり、混

入防止の留意が必要である。 
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図表３-１-19 地区集積所のレイアウト例 

 

図表３-１-20 一次仮置場レイアウト例 

 

 

５．環境対策、モニタリング、火災対策                       

（１） 環境保全対策  

災害廃棄物の処理においては、解体撤去、運搬、仮置き、分別、破砕、焼却等の中

間処理、輸送、最終処分の各ステージで環境影響を最小とし、公衆衛生を確保するよ

うに努める。 

特に、危険物等が混在する地区集積所や一次仮置場では、周辺環境影響、作業者や

近隣住民への健康影響、労働災害の予防措置が重要となる。建築解体廃棄物等、石綿

の混入する恐れがある粉じんに対して、分別、飛散防止措置、防じんマスク等保護具

の着用等、十分な対策が必要となる。 

災害廃棄物処理を行うに当たって、大気質、騒音・振動、土壌、臭気及び水質に関

して考慮すべき環境影響と環境保全策の概要について以下に示す。 
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図表３-１-21 災害廃棄物の対応における環境影響と環境保全策の例 

影響項目 環境影響 対策例 

大気質 ・解体・撤去、仮置場作業に

おける粉じんの飛散 

・石綿含有廃棄物(建材等)の

保管・処理による飛散 

・災害廃棄物保管による有毒

ガス・可燃性ガスの発生 

・定期的な散水の実施 

・保管、選別、処理装置への屋根の設置 

・フレコンバックへの保管 

・搬入路の鉄板敷設等による粉じんの発生

抑制 

・運搬車両の退出時のタイヤ洗浄 

・収集時分別や目視による石綿分別の徹底 

・作業環境、敷地境界での石綿の測定監視 

・仮置場の積上げ高さ制限、危険物分別に

よる可燃性ガス発生や火災発生の抑制 

騒音・振動 ・撤去・解体等処理作業に伴

う騒音・振動 

・仮置場への搬入、搬出車両

の通行による騒音・振動 

・低騒音・低振動の機械、重機の使用 

・処理装置の周囲等に防音シートを設置 

・使用時間帯の徹底 

土壌等 ・災害廃棄物から周辺土壌へ

の有害物質等の漏出 

・敷地内に遮水シートを敷設 

・PCB等の有害廃棄物の分別保管 

臭気 ・災害がれき等からの悪臭 ・腐敗性廃棄物の優先的な処理 

・消臭剤、脱臭剤、防虫剤の散布、シート

のいる被覆等 

水質 ・災害廃棄物に含まれる汚染

物質の降雨等による公共水

域への流出 

・敷地内に遮水シートを敷設 

・敷地内で発生する排水、雨水の処理 

・水たまりを埋めて腐敗防止 

出典：『災害廃棄物対策指針技術資料（平成30年 環境省）』加筆修正 

 

（２）  環境モニタリング  

災害廃棄物の撤去や損壊家屋の解体現場、処理施設の稼働中は、周辺の生活環境

への影響を及ぼさないよう環境モニタリングを適切に行う。また、生活環境に影響が

生じる恐れがある場合には、速やかに適切な安全対策を実施し、生活環境の保全を図

る。環境モニタリングの調査項目及び実施頻度は、過去の災害事例を参考に決定す

る。 

 

図表３-１-22 環境モニタリングの調査項目と実施頻度の例 

影響項目 調査項目 モニタリング頻度 

大気質 

排ガス 

ダイオキシン類 1回/年～12回/年 

窒素酸化物(NOx) 
硫黄酸化物(SOx) 
塩化水素（HCl） 
ばいじん 

4回/年～12回/年 

粉じん(一般粉じん) 1回/年～12回/年 

石綿 
(特定粉じん) 

作業ヤード 4回/年～12回/年 

敷地境界 2回/年～12回/年 

振動・騒音 
騒音レベル 

常時、1回/年～4回/年 
振動レベル 

悪臭 特定悪臭物質濃度 1回/年～12回/年 



46 

 

臭気指数(臭気強度) 

水質 

水素イオン濃度(pH) 

1回/年～12回/年 

浮遊物質量(SS) 
濁度等 
生物化学的酸素要求量(BOD) 
又は科学的酸素要求量(COD) 

有害物質 

ダイオキシン類 

全窒素(T-N） 
全リン(T-P) 

出典：『災害廃棄物対策指針技術資料（平成30年 環境省）」加筆修正 

 

（３）  火災防止対策  

仮置場等では、積み上げた災害廃棄物により火災が発生する恐れがある。この火災

の多くは自然発火であることから、できるだけ危険物や発火源を取り除き、監視・モ

ニタリングを行う等の対策を行うことによって火災を防止する。 

 

図表３-１-23 仮置場等における火災防止策 

項 目 防止策 

火災原因(危険物や

発火源)の除去 

・ガスボンベ、ライター、ガソリン、灯油、タイヤ等の油脂

類、発火源としてのバッテリー、電池(特にリチウム電池)、

これらを搭載する小型家電製品等は可燃物とは分離保管す

る。 

・可燃性廃棄物に、発酵速度の早い畳等を混在させない。 

・可燃性廃棄物や混合廃棄物等の廃棄物の山に家電・電子機器

を近接させない。 

保管高さ・ 

離間距離 

・積上げる高さは５ｍ以下（木くず等をチップ化した物は２ｍ

以下が必須）、一山の設置面積は200㎡以下、山と山の離間距

離は２ｍ以上とする。 

積み上げた山周辺 

での作業 

・積み上げた山の上で作業する場合は、毎日場所を変えて、蓄

熱を誘導する同一場所での圧密は避ける。 

・火気の扱いについては、使用条件を定め十分な注意を払う。 

放熱・ガス抜き 

・数週間ごとに廃棄物の切り返しを行い、長期間放置しない。 

・メタンガスを放出するためのガス抜き管を当初又は切り返し

時に設置する。 

監視・ 

モニタリング 

・定期的に巡回し、煙、水蒸気の発生、芳香系の揮発臭の有無

を監視する。 

・表層から深さ１ｍ程度のガス温度、一酸化炭素、メタン濃度

等を観測する。 

・測定機材が無い場合は、目視による水蒸気や煙の監視、臭気

による異常の有無をモニターする。 

・サーモグラフィーによる表面温度や切削箇所のモニターは有

効な方法である。 

破砕処理 

・廃棄物の破砕選別処理を行う場合は、搬出選別可能量だけ破

砕し、廃棄物の保管を極力避ける。破砕された廃棄物は細分

化され、発酵、分解速度が速まり、圧密による発火の可能性

が高まる。 

散水 ・積み上げた廃棄物に対する散水は、表面を湿らせる程度に行
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う。過剰な散水は、発酵を促進させたり、浸出水を発生させ

たりする。 

消火対策 
・仮置場等には、場所を決めて、消火栓や防火水槽、消火器を

設置する。 

出典：『災害廃棄物対策指針（平成30年 環境省）』加筆修正 

 

図表３-１-24 可燃性廃棄物の管理 

 

出典：『災害廃棄物対策指針技術資料（平成30年 環境省）』加筆修正 

 

第２節 災害廃棄物等の処理  
１．生活ごみ・避難所ごみの処理                          

災害時には、通常生活で家庭から排出される生活ごみに加えて、避難所で排出される

避難所ごみ、被災した地域から排出される災害廃棄物を処理する必要がある。そのため、

処理しなければならないごみの量は、一時的に大きく増加することが想定される（東日

本大震災における実績では、平均23ｇ／日・人の生活ごみ量増加実績がある）。 

さらに、通常のごみ収集業務は、道路被害、廃棄物処理施設の被害、人員、資機材や

燃料等の確保状況に応じて、一定期間業務が停止されることが予想される。市は、通常

業務の復旧に取り組むとともに、市民に対して、家庭におけるごみ排出の抑制や、ごみ

の分別排出の呼びかけを行う必要がある。 

市は、発災後速やかに生活ごみの収集体制を確保するため、災害時のごみ発生量、避

難所におけるごみの発生量を推計した上で、生活ごみの処理実施体制を検討する。 

（１）  生活ごみ  

一般家庭の生活ごみについて、道路の被災状況等により著しく収集効率が低下した

場合は、収集委託業者と協議し、状況に応じて早朝・夜間収集等により対応する。 

平時の収集体制の確保が困難な場合、緊急性を考慮し、住民への広報を行った上で、

腐敗性の高い食品残渣等を優先して回収する。腐敗性の低い物は、一時的な収集停止

を行うなどの措置を講じる。 

また、災害により既存焼却施設であるクリーンセンター多摩川が被災して、復旧に

時間がかかる場合は、必要に応じて支援要請を行い、他区市町村の焼却施設での処理

を委託する。 

不適正排出や、道路・公園等への不法投棄等を未然に防止するため、広報及び仮置

場を中心としたパトロール等を行う。 

 

（２）  避難所ごみ  

発災時でも分別を行うことが、その後の処理をよりスムーズにし、早期の復興に寄

木くず等 可燃物等

消火活動や延焼防止のため

離間距離を２ｍ以上確保
一山当たりの設置

面積は200㎡以下

発火や温度上昇を

防止するため

5ｍ
以

下
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与すると考えられるため、避難所においても可能な限り通常どおりの分別を行うこと

が必要である。 

発災直後には、水、食料のニーズが高く、それらを中心とした支援物資梱包材の段

ボール、ビニール袋、容器包装等のプラスチック類、生ごみが多く発生することが予

想される。さらに、発生後３日程度以降になると、衣類や日用品などの救援物資も急

激に増えるため、それに伴い、段ボールや日用品に伴うごみも大量に発生するように

なる。 

避難所ごみの収集は、平時の収集処理体制を基本とするが、初動期において避難所

は混乱することが想定されるため、収集運搬車両や廃棄物処理施設の被災状況によっ

ては腐敗性廃棄物を優先的に収集する等の対応を行う。また、発災後、災害対策本部

を通じて速やかに各避難所に必要なごみ箱を設置する。ごみ箱の設置に際して、生活

ごみの３割を占める厨芥類（生ごみ）の処理に関しては、平時より普及促進している

ミニ・キエーロ等の生ごみ処理容器を避難所に設置・活用することにより、一定の処

分量の削減に取り組む。 

また、図表３-２-１に基づき、平時の１人１日当たりの粗大ごみを除くごみ収集量

（令和元年度実績704.1ｇ）に避難者数（42,407人）を乗じた数量を見込むと 

  298,588kg/日となる。 

 

図表３-２-１ 避難所で発生する廃棄物 

処理優先順位 分別区分 具体例 管理方法等 

 し尿等 携帯トイレ、紙おむつ、

お尻ふき等（使用済） 

携帯トイレのポリマーで固められ

たし尿は衛生的な保管が可能だが、

感染や臭気を考慮し、できる限り密

閉し早急に処理 

可燃ごみ 残飯、使用済ティッシ

ュ、マスク、汚れた紙

類、皮革製品等 

腐敗性廃棄物（生ごみ）はハエ等の

害虫や悪臭発生が懸念されるため、

袋に入れて分別保管し早急に処理 

容器包装プラ

スチック 

食料や支援物質の包装

等 

分別して保管し、資源として処理 

ペットボトル 飲料等の容器 

びん・かん 飲食料等の容器 

紙類 

古布類 

段ボール、新聞紙、雑

誌、雑がみ、衣類等 

不燃ごみ 金属ごみ、製品プラス

チックごみ等 

小型家電 生活家電 

有害ごみ 電池類・体温計・蛍光管 種類ごとに分け、袋に入れて保管 

危険物 ガスボンベ・スプレー

缶・ライター・ガラス製

品・陶磁器類 

種類ごとに分け、袋に入れて保管す

る。ガスボンベ・スプレー缶は中身

を使い切り、穴は開けない 

 

  

高 

低 
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図表３-２-２ 避難所ごみの発生量の推計方法 

◆避難所ごみの発生量 

避難所ごみの推計式（例）を以下に示す。避難所ごみは避難者数に発生原単位を乗じ

て推計する。 

 【前提条件】  

・ 在宅世帯以外に避難所からの増加分が加わる。 

・ 避難者数に原単位を乗じて生活ごみの発生量を推計する。 

・ 原単位は、収集実績に基づき設定する。 

 

 避難所ごみの発生量＝避難者数（人）×発生原単位（g/人・日）  

   

   

出典：『災害廃棄物対策指針技術資料（平成30年 環境省）』 

 

２．し尿の処理                                  

①  し尿の処理方法 

発災時には、公共下水道等が使用できなくなることが想定される他、避難所から

発生するし尿に対応するため、公共下水道等の被災情報や避難者数を把握の上、優

先順位を踏まえて仮設トイレを配置し、併せて計画的な収集体制を整備する。 

(ア)  処理原則 

平時の収集・処理体制を基本として、委託業者が収集を行い、環境センターで

処理する。 

(イ)  仮設トイレからのし尿収集 

避難所に設置した仮設トイレからのし尿については、本市が収集業者へ収集を

委託する。 

また、汲み取り便槽家庭や避難所以外の仮設トイレから発生するし尿の収集へ

の影響も踏まえた上で、仮設トイレの設置状況、道路の被災状況、緊急輸送道路

等の的確な情報を把握し、委託業者に提供する。 

(ウ)  環境センター以外での処理 

震災による損壊や水害による浸水等により、環境センターで処理が行えない場

合や処理能力が不足する場合には、下水道処理施設である北多摩２号水再生セン

ターと調整を図った上、同施設での処理を行う。 

また、北多摩２号水再生センターでの処理が困難な場合は、多摩川衛生組合と

協議の上、し尿処理の支援を要請する。 

(エ)  許可業者以外による処理 

仮設トイレの設置による収集業務の増大により、し尿収集に支障をきたす場合

は、関係団体や都及び他市区町村からの支援を要請する。 

②  設置・維持管理における留意事項等 

(ア)  設置原則 

平時において、災害時に被災者の生活に支障を生じさせないための、仮設トイ

レの必要基数を算定し、備蓄等の対策を講じる。 
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(イ)  状況把握 

避難所の位置・箇所数の把握、仮設トイレ必要人数・必要数の把握、仮設トイ

レの備蓄数の確認等の情報収集に努める。 

本市の災害対策トイレの備蓄状況は以下のとおりである。 

 

図表３-２-３ 災害対策トイレの備蓄状況 

仮設トイレ マンホールトイレ 自動ラップ式トイレ 簡易トイレ 小袋型トイレ 

12台 99台 ３台 155個 32,800個 

出典：防災安全課資料（令和2年8月31日時点） 

 

③  し尿収集必要量及び仮設トイレ必要基数の算定 

し尿収集必要量は、平時のし尿処理状況、被害想定に基づく上水道支障率、避難

所避難者数（1～3日目）等から図表３-２-４に基づき推計する。また、仮設トイレ

の必要設置数は、仮設トイレの平均的容量を400Ｌ、収集頻度を３日に１回とした場

合について推計する。 

上記の条件で想定災害時におけるし尿収集必要量等を推計した結果を以下に示

す。 

 

図表３-２-４ し尿収集必要量の推計方法 

◆し尿収集必要量 

し尿収集必要量は、①仮設トイレを必要とする人数と②非水洗化区域のし尿収集人口

の合計にし尿計画1人1日平均排出量を乗じて推計する。 

 【前提条件】 

・断水のおそれがあることを考慮し、避難所に避難する住民全員が仮設トイレを利

用する避難所は一時に多くの人数を収容することから既存のトイレでは処理し

きれないと仮定する。 

・断水により水洗トイレが使用できなくなった在宅住民も、仮設トイレを使用する

と仮定する。 

・断水により仮設トイレを利用する住民は、上水道が支障する世帯のうち半数とし、

残り半数の在宅民は給水、井戸水等により用水を確保し、自宅のトイレを使用す

ると仮定する。 

 

 し尿収集必要量 

＝災害時におけるし尿収集必要人数×1日1人平均排出量 

＝(① 仮設トイレ必要人数＋② 非水洗化区域し尿収集人口)×③ 1人1日平均排出量 

 

① 仮設トイレ必要人数＝避難者数＋断水による仮設トイレ必要人数 

  避 難 者 数：避難所へ避難する住民数 

断水による仮設トイレ必要人数＝{水洗化人口－避難者数×(水洗化人口／総人

口)}×上水道支障率×1/2 

水洗化人口：平常時に水洗トイレを使用する住民数 

総 人 口：水洗化人口＋非水洗化人口 
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上水道支障率：地震による上水道の被害率 

1/2  ：断水により仮設トイレを利用する住民は、上水道が支障する世帯

のうち約1/2の住民と仮定 

② 非 水 洗 化 区 域 し 尿 収 集 人 口 

＝ 非 水 洗 化 人 口 － 避難 者 数 ×(非 水 洗 化人 口 ／ 総 人 口 ) 

  非水洗人口 ：計画収集人口 

③ 1人1日平均排出量＝1.7L／人・日 

 出典：「千葉県市町村震災廃棄物処理計画策定指針」 

 

◆仮設トイレの必要基数 

 仮設トイレの必要基数の推計式（例）を以下に示す。 

   

  仮設トイレの必要設置数＝仮設トイレの必要人数／仮設トイレ設置目安   

 仮設トイレの設定目安＝仮設トイレの容量／し尿の1人1日平均排出量／収集計画) 

仮設トイレの平均的容量 ：例400L 

収集計画        ：3日に1回の収集 

  

   

出典：『災害廃棄物対策指針技術資料（平成30年 環境省）』 

 

図表３-２-５ し尿収集必要等推計結果 

項  目 数 量 単位 備 考 

総人口（夜間人口） 74,520 人 平成27年3月31日現在 

 水洗化人口 73,138 人 下水道課資料 

 非水洗化人口 1,412 人 下水道課資料 

上水道断水率 69.0 ％ 国立市総合防災計画 

避難者数 42,407 人 A 国立市総合防災計画 

断水による仮設トイレ必要人数 10,874 人 B 

仮設トイレ必要人数 53,281 人 C=A+B 

非水洗区域し尿収集人口 608 人 D 

災害時におけるし尿収集必要人数 53,889 人 E=C+D 

し尿収集必要量 64,667 L/日 F=E/1.7 

仮設トイレの設定目安 78 人/基 G 

仮設トイレの必要基数 683 基 H=C/G 
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３．道路啓開に伴うがれき処理                            

放置車両や倒壊家屋等により、道路が遮断された際は、人命救助や緊急車両等の

通行、また早期復旧に向けた災害廃棄物の収集運搬等、様々な観点から迅速な撤去が

必要である。 

撤去主体や発災時の対応等について下記に示す。 

①  撤去主体等 

(ア)  道路管理者（国、都、市） 

各道路管理者は、緊急輸送道路等の道路啓開を行う。 

(イ)  連携協力 

必要に応じて、自衛隊・警察・消防等に協力を要請する。 

(ウ)  （仮称）国立市災害廃棄物対策チーム 

道路管理者が道路啓開により撤去した災害廃棄物について、搬出先（仮置場

等）の調整等、連携した対応を行う。 

②  平時の準備 

(ア)  市は、発災後に関係機関との速やかな連携を図るため、各道路管理者が実施

する道路啓開体制（実施体制、重機・運搬車両等の確保）について把握するた

め、道路交通課及び協力機関の緊急連絡先を確認しておく。さらに、道路の占

用許可を受けている工作物の所有者（電力会社、電話会社等）の連絡先の把握

に努める。 

(イ)  道路啓開に伴うがれきの処理に当たって必要な重機・運搬車両等の確保につ

いて、市は応急集積場所から一次仮置場への運搬も想定し、関係団体との事前

調整に努める。その際、必要に応じて協定の締結や見直しを行う。 

③  発災後の対応 

(ア)  緊急輸送道路等に関する被災情報の収集や提供（各道路管理者） 

(イ)  緊急輸送道路等の優先順位決定及び共有（各道路管理者） 

(ウ)  災害廃棄物処理マップ等を用いた情報整理、共有（関係各課等） 

(エ)  上記情報等に基づく道路啓開 

・倒壊家屋等の撤去 （道路法第42条に基づく維持管理行為） 

・緊急車両等の支障となる放置車両等の移動等(災害対策基本法第76条の6に基づく措置等) 

(オ)  路上から撤去した災害廃棄物の搬出先となる仮置場等や処理場等の調整等 

 

４．損壊家屋等の解体・撤去                            

①  撤去主体 

損壊家屋等の解体・撤去は、原則として所有者が行う。  

②  公費による解体・撤去 

公費解体の基準等について、平時に協議検討を行っておくことが効果的であ

る。 

発災時には、平時に設けた基準や、国の指針・近隣市の状況等を参考として、

実施の可否を判断する。 
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③  解体作業・分別処理のフロー 

損壊家屋等の作業フロー及び廃棄物処理フロー等は、以下を基本とする。 

 

図表３-２-６ 損壊家屋等の作業フロー及び廃棄物処理フロー 

 

出典：『災害廃棄物対策指針技術資料（平成30年 環境省）』 

 

④  留意事項 

(ア)  可能な限り所有者等へ連絡を行い、調査計画を事前に周知した上で被災物件

の立ち入り調査を行う。 

(イ)  一定の原形を留めた建物及び倒壊の危険がある物は土地家屋調査士を派遣

し、建物の価値について判断を仰ぐ。 

(ウ)  撤去・解体の作業開始前および作業終了後に、動産（建物内の貴金属やその

他の有価物等）、思い出の品等を含めて、撤去前後の写真等の記録を作成する

（第3章第2節5.(4)参照）。 

(エ)  撤去及び解体作業においては、安全確保に留意し、適宜散水を行うととも

に、適切な保護具を着用して実施する。なお、アスベストが混入している建築

物の撤去・解体においては、アスベスト対策（第3章第2節5.(2)参照）を行

い、作業を実施する。 

(オ)  廃棄物を仮置場で保管する場合は、木くず、がれき類、金属くず等の分別に

努め、できるだけ焼却及び埋立の処分量の減量化に努める。 

⑤  倒壊危険建物等の優先解体・撤去（手順及び留意事項） 

通行上支障のある損壊家屋や倒壊の危険性のある建物を優先的に解体・撤去す

る。 

手順や留意すべき事項は下記のとおりである。 

(ア)  所有者への解体意思確認 

・申請方法の広報及び公費解体申請窓口の設置 

(イ)  危険度判定、優先順付け 

・現地調査による被災建築物応急危険度判定 

・危険度や効率的な重機移動等を勘案のうえ、解体撤去の優先度を決定 

※発災直後は、倒壊危険性の高い建物に限定する等、工夫が必要 

自治体の立入調査

（所有者等への連絡・

調査計画の事前通知） 敷地内

家屋

専門家判断
(土地家屋調査士)

所有者判断
倒壊危

険家屋

敷地内所有者不明・倒壊危険家屋

記 録

（作業前）敷地外流出家屋・がれき状態 事前撤去

一時保管

動産・

思い出の品

撤去・解体

(分別・解体)

再資源化施設

仮置場

金属くず、

木くず等

混合物・

不燃物等

記 録

(作業終了後)

証明書発行

(所有者等へ)

【凡例】

作業フロー

処理フロー

【現地・応急集積場所】
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(ウ)  解体業者への工事発注 

・解体業者の決定、建設リサイクル法に基づく届出 

・解体業者への解体撤去の優先順位の指示 

(エ)  解体・撤去着手～完了 

・所有者の立会いを求め、解体範囲等の最終確認 

・分別を考慮し、緊急性のある物以外はミンチ解体を行わない。 

・解体時には、有害物質や危険物に注意する。 

 (石綿、ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ、太陽光ﾊﾟﾈﾙ、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車、電気自動車のﾊﾞｯﾃﾘ－等) 

・解体業者から完了の報告を受け、現地立会(申請者、市、解体業者)、履行確認 

 

５．特別な対応・配慮が必要な廃棄物の取扱い                    

（１）  家電リサイクル法対象製品の処理                        

家電リサイクル法対象製品（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類

乾燥機）については、原則としてリサイクル可能な物は家電リサイクル法ルートでリ

サイクルを行う。 

災害時における家電リサイクル法対象品目の処理のポイントを以下に示す。 

・分別が可能な場合は、災害廃棄物の中から可能な範囲で家電リサイクル法対象品目

を分別し、仮置場で保管する。 

・破損や腐食の程度等を勘案し、リサイクルの可否を本市が判断して、リサイクルが

見込める場合、指定引取場所に搬入する。リサイクルが見込めない場合は、災害

廃棄物として他の廃棄物と一括で処理する。 

・リサイクル可否の判断が困難な場合は、㈶家電製品協会に確認する。 

また、家電リサイクル対象製品の処理フローを以下に示す。 

 

図表３-２-７ 家電リサイクル対象製品の処理フロー 

 

出典：『災害廃棄物対策指針技術資料（平成30年 環境省）』 

 

（２）  アスベスト対策                                

地震災害または風水害により被災した建物等は、解体または撤去前にアスベスト

の事前調査を行い、飛散性アスベスト（廃石綿等）または非飛散性アスベスト（石綿

含有廃棄物）が発見された場合は、災害廃棄物にアスベストが混入しないよう適切に

除去を行い、アスベスト廃棄物（廃石綿等または石綿含有廃棄物）として適正に処分

所有者
直接運搬

解体・撤去

時に発見

家電量販店

指定引取場所

仮置場
分別・リサイクル

可否の判断

製造業者等

独自処理

再資源化施設等

で処理・処分

可能

不可能

（破損大・混合状態等）

家電リサイクル法ルート
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する必要がある。 

アスベスト（廃石綿等）を含む物は原則として仮置場に持ち込まないこととし、

仮置場で災害廃棄物中にアスベストを含む恐れがある物が見つかった場合は、必要に

応じて分析等を行う。 

損壊家屋等の撤去・解体及び仮置場における破砕処理現場作業では、石綿暴露防

止のために適切なマスクを着用し、周辺をシートで覆う、散水を実施する等、飛散防

止措置を適宜行う。 

なお、事前調査によりアスベスト廃棄物が発見された場合の処理フローを以下に

示す。 

 

図表３-２-８ アスベスト廃棄物の処理フロー 

 

出典：『災害廃棄物対策指針技術資料（平成30年 環境省）』 

 

（３）  新型インフルエンザ等の発生に伴い排出される廃棄物の取扱い  

新型インフルエンザ等が発生した際には、主に医療機関や検査機関等からは、新

型インフルエンザ等の診断、治療、検査等に使用された医療器材等が感染性廃棄物 19

として排出され、一般家庭や事業所からは、感染者の呼吸器系分泌物（鼻水、たん

等）が付着したティッシュ等が一般廃棄物として排出されることが考えられる。 

そのような場合は、環境省が策定した『廃棄物処理における新型インフルエンザ

対策ガイドライン』に準拠して処置をする。 

大規模災害等により災害廃棄物等が多量に発生した際に、新型インフルエンザ等

が発生していることも考えられ、災害廃棄物処理に当たっては、その取扱いについて

十分留意が必要である。 

災害時において、本市は、収集運搬・処理に当たって必要な対策を講じるととも

に、排出者である市民が適切な対応が行えるように、随時有効な情報を発信していく

必要がある。 

 

  

                             
19 『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル（平成30年 環境省）』において、「医療関係

機関等から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着して

いる廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物」と定義されている。 

事前調査

アスベスト

あり

通常処理

アスベスト

なし

水害

倒壊物

地震被害

倒壊物
解体・撤去

仮置場
非飛散性

飛散性

安定型

最終処分場

管理型処分場

中間処理
（溶解・無害化等）

非飛散性

飛散性
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図表３-２-９ 新型コロナウィルスに係る廃棄物対策のチラシの一例 

 

出典：『環境省ホームページ（令和2年）』 

 

（４）  有害廃棄物・処理困難物の対応  

有害廃棄物や爆発等の危険性が高い等の処理困難物の種類及び収集・処理方法を

以下に示す。有害廃棄物・処理困難物のうち、産業廃棄物に該当する物は、災害時に

おいても事業者の責任において処理することを原則とする。また、一般廃棄物に該当

する物は、本市で対応することとなるが、排出に関する優先順位や適切な処理方法等

について住民に広報する。 

【留意事項】 

・有害廃棄物・処理困難物を被災現場から撤去等できない場合は、その場で飛散防止や

流出防止を図るとともに、それらについての情報を関係者で共有する。 

・収集ルートが機能している場合は、販売店等に回収を依頼し、速やかに処理を行い、

機能していない場合は、仮置場で一時保管する。 

・一時保管を行う際は、環境への影響がないように保管し、雨風にさらされないよう配

慮する。 

・有害性物質等を含む廃棄物が発見されたときは、原則的に所有者等に対して速やかな

回収を指示し、別途保管または早期の処分を行う。 

・混合状態になっている災害廃棄物は、有害物質が含まれている可能性を考慮し、作業

員は適切な服装やマスクの着用、散水などによる防塵対策の実施など、労働環境安全

対策を徹底する。 
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図表３-２-10 主な有害廃棄物・処理困難物の取扱い 

種類 取扱いの留意点 

スプレー缶、カセッ

ト式ガスボンベ 

・内部にガスが残存している物は、メーカーの注意書きに従う

など安全な場所及び方法でガス抜き作業を行う。 

・完全にガスを出し切った物は金属くずとしてリサイクルに回

す。 

消火器 ・仮置場で分別保管し、日本消火器工業会のリサイクルシステ

ムルートに処理を委託する。 

・特定窓口、指定取引場所の紹介⇒（株）消火器リサイクル推

進センター（http://www.ferpc.jp/recycle/index.html） 

廃電池類、廃蛍光灯 ・仮置場で分別保管し、平常時の回収ルートにのせる。 

・水銀を含むボタン電池等は、容器を指定して保管し回収ルー

トが確立するまで管理する。 

・リチウム電池は発火の恐れがあるので取扱いに注意を要す

る。 

・蛍光管は破損しないようにドラム缶等で保管する。 

自動車 ・被災自動車の処分は、原則所有者の意思確認が必要である。 

・自動車リサイクル法に則るため、被災自動車を撤去・移動し、

所有者もしくは引取業者（自動車販売業者、解体業者）へ引

き渡すまでの仮置場での保管が、市の主たる業務である。 

・仮置場に搬入された被災自動車で、所有者が不明な物につい

ては、一定期間公示し、所有権が市に帰属してから当該車両

を引取業者に引き渡す。 

二輪車 ・被災二輪車の処分は、原則所有者の意思確認が必要である。 

・二輪車リサイクルシステムに則るため、被災地から撤去・移

動し、所有者若しくは引取業者（廃棄二輪車取扱店、指定引

取窓口）へ引き渡すまでの仮置場での保管が、市の主たる業

務である。 

出典：『災害廃棄物対策指針技術資料（平成30年 環境省）』一部加筆修正 

 

（５）  思い出の品・貴重品の取扱い  

建物の解体など災害廃棄物を撤去する場合は、所有者等の個人にとって価値がある

と認められる物の取扱いについて事前に検討しておく必要がある。 

①  貴重品・有価物（財布、通帳、印鑑、株券、金券、貴金属等） 

所有者等が不明の貴重品・有価物（財布、通帳、印鑑、貴金属等）を災害廃棄物

の処理過程で発見した場合は、発見日時、発見場所、発見者を明らかにした上で、

本市の職員が警察署に届け出る。 

銃刃類が発見された場合は、速やかに警察に連絡し引き取りを依頼する。 

②  思い出の品（写真、ｱﾙﾊﾞﾑ、賞状、位牌、手帳、PC、HDD、ビデオカメラ等） 

所有者にとって価値が認められる思い出の品については、災害廃棄物が搬入され
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た地域を可能な範囲で特定できるようにして集約する。閲覧、引渡しのルールを作

成するとともに、復旧・復興が一定程度進むまで本市が保管し、所有者に返還でき

るよう広報する。 

 

図表３-２-11 思い出の品・貴重品の回収・引渡しフロー 

 

出典：『災害廃棄物対策指針技術資料（平成30年 環境省）』 

 

（６）  へい死動物の処理  

災害によりへい死した動物について、所有者が不明又は被災者であって自力で処理

できない場合、引き取って処理する。 
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